
◎地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律 
（令和七年一月八日法律第五号）   

一、 提案理由（令和六年一二月一八日・衆議院総務委員会） 

○村上国務大臣 地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案につき

まして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 

 この法律案は、地方公務員について、育児を行う職員の職業生活と家庭生活の両立を

一層容易にするため、地方公務員の育児休業等に関する法律について、国家公務員と同

様に改正を行うものであります。 

 次に、この法律案の内容について、概要を御説明申し上げます。 

 地方公務員の部分休業制度において、一年につき条例で定める時間を超えない範囲内

で勤務しないことができる形態を選択可能とするとともに、非常勤職員について、対象

となる子の範囲を小学校就学の始期に達するまでの子に拡大することとしております。 

 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。 

 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同を賜りますようお願い申し上げます。 

 以上であります。 

二、 衆議院総務委員長報告（令和六年一二月一九日） 

○竹内譲君 ただいま議題となりました法律案につきまして、総務委員会における審査

の経過及び結果を御報告申し上げます。 

 本案は、育児を行う職員の職業生活と家庭生活の両立を一層容易にするため、地方公

務員の部分休業制度において、一年につき条例で定める時間を超えない範囲内で勤務し

ないことができる形態を選択可能とするとともに、非常勤職員について、対象となる子

の範囲を小学校就学の始期に達するまでの子に拡大しようとするものであります。 

 本案は、去る十二月十七日本委員会に付託され、翌十八日村上総務大臣から趣旨の説

明を聴取し、本日、質疑を行い、これを終局いたしました。次いで、採決いたしました

ところ、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 以上、御報告申し上げます。 

三、 参議院総務委員長報告（令和六年一二月二四日） 

○宮崎勝君 ただいま議題となりました法律案につきまして、総務委員会における審査

の経過と結果を御報告申し上げます。 

 本法律案は、育児を行う職員の職業生活と家庭生活の両立を一層容易にするため、地

方公務員について、部分休業制度において一年につき条例で定める時間を超えない範囲

内で一日の勤務時間の全部又は一部について勤務しないことを選択できるようにすると

ともに、非常勤職員に係る部分休業の対象となる子の年齢を小学校就学の始期に達する

までに引き上げようとするものであります。 

 委員会におきましては、部分休業制度の在り方、男性地方公務員の育児休業取得率向

上に向けた取組、地方公務員の人材不足への対応等について質疑が行われました。 



 質疑を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきもの

と決定いたしました。 

 以上、御報告申し上げます。 


